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主　催： （一社）山形県経営者協会　　主　管： 水 曜 会
労働施策総合推進法の改正で、ことし１０月から企業にカスタマーハラスメント対策が義務付けられ、経営者に防止方針の明確化や従業員への周知・徹底などが求められることになりました。捉えておくポイントと、どのように準備を進めればよいかについて詳しく解説していただきます。また、求職者などに対するセクシュアルハラスメント対策の義務化や、女性活躍に関わる情報の公表拡大など、このほかに改正となる労働関係法令についても説明していただきます。
会員各位には業務ご多用のことと存じますが、多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
と　き　　２０２６年４月１４日（火）　１５：００～
ところ　　山形グランドホテル　２階 サンリヴァ　　☎ 023－641－2611
内　容　　◆セミナー  １５：００～１６：４０       
演　題　「 カスタマーハラスメント対策 義務化へ
～ 労働関係法令の改正について ～ 」

講　師　　山形労働局　雇用環境・均等室　室長　高須賀 左知 氏
　
参加費　　４，４００円（開催終了後、請求書をお送りいたします）
申込み　　下記申込書に必要事項をご記入の上、４月６日（月）までＦＡＸで
お申し込みください。複数参加も可能です。

（一社）山形県経営者協会　行き　　FAX　023－624－3914　　　　　　　
事 業 所 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	所  属 ・ 役  職
	氏　　   　名

	
	

	
	

	
	


一般社団法人山形県経営者協会　担当：斎藤　敏広
 〒990-0039　 山形市香澄町3-2-1山交ビル8Ｆ　TEL023-622-3875　FAX023-624-3914　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
